
　

市
の
例
月
出
納
検
査
は
、
平
成
26
年
４
月
16
〜
22
日
ま
で
、
伊
藤

正
伸
、
山
川
勇
一
、
澤
井
良
一
の
各
監
査
委
員
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、

平
成
26
年
３
月
末
日
現
在
に
お
け
る
各
会
計
の
収
支
総
額
は
、
左
表

の
と
お
り
で
あ
り
、
各
会
計
と
も
収
支
に
つ
い
て
は
、
正
確
で
あ
る

こ
と
が
認
め
ら
れ
ま
し
た
。

問
合
先　

監
査
委
員
事
務
局
（
☎
６
９
９
２
・
１
７
９
５
）

例
月
出
納
検
査

収 入 額

支 出 額

収 支 差 引 額

一 時 借 入 金

差 引 残 額

収 入 額

支 出 額

収 支 差 引 額

収 入 額

支 出 額

収 支 差 引 額

一 時 借 入 金

差 引 残 額

収 入 額

支 出 額

収 支 差 引 額

55,187,487,593

55,102,569,647

84,917,946

1,600,000,000

1,684,917,946

 3,949,133,182

3,556,936,402

392,196,780

 16,606,613,123

18,449,097,006

△ 1,842,483,883

2,600,000,000

757,516,117

 1,495,913,185

1,358,068,858

137,844,327

一 般 会 計

特 別 会 計
公共下水道
事 業

特 別 会 計
国 民 健 康
保 険 事 業

特 別 会 計
後期高齢者
医 療 事 業

会　 計　 別 金　　額（円）区　　　　　分

市税の夜間・休日納付相談
平日、仕事などで忙しい人や、病気・失業などで
市税を納付できない人は利用して下さい。

　

市
で
は
、
平
成
26
年
度
個
人

市
民
税
・
府
民
税
（
以
下
個
人

住
民
税
）
の
普
通
徴
収
分
、
公

的
年
金
か
ら
の
特
別
徴
収
分
の

納
税
通
知
書
を
発
送
し
ま
す
。

　

普
通
徴
収
と
は
、
納
税
義
務

者
が
金
融
機
関
な
ど
に
出
向

き
、
個
人
住
民
税
を
納
め
る
方

法
で
す
。

　

公
的
年
金
か
ら
の
特
別
徴
収

と
は
、
年
金
保
険
者
（
日
本
年

金
機
構
な
ど
）
が
個
人
住
民
税

を
年
金
か
ら
直
接
徴
収
し
て
市

へ
納
め
る
方
法
で
す
。

　

不
明
な
点
は
問
合
せ
下
さ

い
。

問
合
先　

課
税
課
市
民
税
係

（
☎
６
９
９
２
・
１
４
５
６
）

⑴
対
象
者　

平
成
26
年
４
月
１

日
現
在
、
65
歳
（
昭
和
24
年
４

月
２
日
以
前
生
ま
れ
）
以
上
の

年
金
受
給
者
の
う
ち
、
個
人
住

民
税
の
納
税
義
務
が
あ
る
人
。

　

た
だ
し
、
老
齢
基
礎
年
金
な

ど
の
年
額
が
18
万
円
未
満
で
あ

る
人
、
介
護
保
険
料
が
年
金
か

ら
直
接
徴
収
さ
れ
て
い
な
い

人
、
年
金
所
得
か
ら
計
算
し
た

税
額
が
老
齢
基
礎
年
金
な
ど
の

年
額
を
超
え
る
人
は
、
対
象
と

な
り
ま
せ
ん
。

　

な
お
、
公
的
年
金
な
ど
か
ら

の
特
別
徴
収
は
納
税
方
法
を
変

更
す
る
も
の
で
あ
り
、
新
た
な

税
負
担
が
生
じ
る
も
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。

⑵
徴
収
す
る
税
額　

年
金
所
得

か
ら
計
算
し
た
税
額
の
み
で

す
。
給
与
所
得
や
事
業
所
得
な

ど
の
金
額
か
ら
計
算
し
た
税
額

は
、
こ
れ
ま
で
ど
お
り
給
与
か

ら
の
特
別
徴
収
、
ま
た
は
普
通

徴
収
（
納
付
書
）
で
納
め
て
い

た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

⑶
対
象
税
額
と
徴
収
方
法

①
前
年
度
に
引
き
続
き
公
的
年

金
な
ど
か
ら
の
特
別
徴
収
を
継

続
す
る
人
は
、
上
半
期
の
年
金

支
給
月
（
４
・
６
・
８
月
）

に
、
平
成
26
年
２
月
の
税
額
と

同
じ
額
を
仮
徴
収
分
と
し
て
特

別
徴
収
し
ま
す
。
下
半
期
の
年

金
支
給
月
（
10
・
12
・
２
月
）

は
、
年
金
所
得
か
ら
計
算
し
た

税
額
か
ら
上
半
期
の
税
額
を
差

し
引
い
た
残
額
を
分
割
し
て
特

別
徴
収
し
ま
す
。

②
公
的
年
金
か
ら
の
特
別
徴
収

を
新
た
に
開
始
す
る
人
お
よ
び

前
年
度
に
特
別
徴
収
が
中
止
と

な
っ
た
人
は
、
10
月
か
ら
特
別

徴
収
を
開
始
し
ま
す
。
そ
の
た

め
、
年
金
所
得
か
ら
計
算
し
た

税
額
の
半
分
を
普
通
徴
収
に
よ

り
一
・
二
期
（
６
・
８
月
）
で

納
付
し
て
い
た
だ
き
、
下
半
期

の
年
金
支
給
月
（
10
・
12
・
２

月
）
に
残
額
を
分
割
し
て
特
別

徴
収
し
ま
す
。

　

生
活
保
護
を
受
け
て
い
る

人
、
災
害
に
遭
っ
た
人
、
失
業

中
の
人
な
ど
は
、
一
定
の
基
準

に
よ
り
個
人
住
民
税
の
減
免
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
詳

し
く
は
問
合
せ
下
さ
い
。

　

た
だ
し
、
納
期
限
が
過
ぎ
た

税
額
や
納
付
後
は
受
付
で
き
ま

せ
ん
。

　

６
月
２
日
㈪
か
ら
平
成
26
年

度
（
平
成
25
年
中
所
得
）
の
課

税
（
非
課
税
・
無
収
入
）
証
明

書
の
交
付
を
行
い
ま
す
。

　

証
明
書
が
必
要
な
人
は
、
平

日
午
前
９
時
〜
午
後
５
時
30
分

に
総
合
窓
口
課
へ
お
越
し
下
さ

い
。

　

証
明
書
の
申
請
に
は
、
本
人

確
認
が
で
き
る
も
の
（
運
転
免

許
証
や
健
康
保
険
証
、
住
基
カ

ー
ド
な
ど
）
を
持
参
し
て
下
さ

い
。
本
人
以
外
の
証
明
書
を
申

請
す
る
場
合
に
は
、
委
任
状
が

必
要
で
す
（
同
居
の
家
族
を
除

く
）
。
手
数
料
は
１
通
300
円
で

す
。

※

ア
ル
バ
イ
ト
・
パ
ー
ト
な
ど

の
少
額
の
収
入
が
あ
り
、
個

人
住
民
税
の
申
告
を
し
て
い

な
い
人
は
、
当
日
証
明
書
を

交
付
で
き
ま
せ
ん
。
来
庁
前

に
問
合
せ
下
さ
い
。

問
合
先　

課
税
課
市
民
税
係

（
☎
６
９
９
２
・
１
４
５
６
）

　

市
で
は
、
新
・
増
改
築
や
取

り
壊
し
の
あ
っ
た
家
屋
を
対
象

に
調
査
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
調
査
は
、
固
定
資
産
税

の
税
額
の
基
礎
と
な
る
評
価
額

を
算
定
す
る
た
め
の
も
の
で

す
。

　

市
職
員
が
伺
い
屋
内
の
調
査

を
行
う
際
は
、
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

　

ま
た
、
調
査
に
当
た
る
市
職

員
は
、
固
定
資
産
評
価
補
助
員

証
を
携
帯
し
て
い
ま
す
の
で
、

提
示
を
求
め
て
下
さ
い
。

問
合
先　

課
税
課
家
屋
係
（
☎

６
９
９
２
・
１
４
７
４
）

　

住
宅
の
敷
地
（
住
宅
の
建
っ

て
い
る
宅
地
）
に
対
し
て
、
課

税
標
準
額
が
次
の
よ
う
に
減
額

さ
れ
ま
す
。

○
200
㎡
ま
で
の
部
分

固
定
資
産
税　
１／６
に
減
額

都
市
計
画
税　
１／３
に
減
額

○
200
㎡
を
超
え
る
部
分
（
住
宅

床
面
積
の
10
倍
ま
で
）

固
定
資
産
税　
１／３
に
減
額

都
市
計
画
税　
２／３
に
減
額

　

住
宅
を
取
り
壊
し
、
賦
課
期

日
（
毎
年
１
月
１
日
）
時
点
で

更
地
の
ま
ま
に
し
て
お
い
た

り
、
住
宅
以
外
（
駐
車
場
な

ど
）
に
利
用
す
る
と
、
特
例
に

よ
る
減
額
措
置
が
適
用
さ
れ
ず

税
額
が
上
昇
す
る
こ
と
に
な
り

ま
す
の
で
注
意
し
て
下
さ
い
。

問
合
先　

課
税
課
土
地
係
（
☎

６
９
９
２
・
１
４
７
４
）

　

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税

（
第
一
期
分
）
、
軽
自
動
車
税

を
納
め
て
い
な
い
人
は
、
至
急

納
付
し
て
下
さ
い
。

　

ま
た
、
今
月
は
、
個
人
住
民

税
の
普
通
徴
収
分
の
第
一
期
分

の
納
期
で
す
の
で
、
６
月
30
日

㈪
ま
で
に
近
く
の
金
融
機
関
や

次
の
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア

な
ど
で
納
付
を
お
願
い
し
ま

す
。

全
国
の
セ
ブ
ン
イ
レ
ブ
ン
、
ロ

ー
ソ
ン
、
ミ
ニ
ス
ト
ッ
プ
、
フ

ァ
ミ
リ
ー
マ
ー
ト
、
サ
ー
ク
ル

Ｋ
サ
ン
ク
ス
、
デ
イ
リ
ー
ヤ
マ

ザ
キ
な
ど

問
合
先　

納
税
課
（
☎
６
９
９

２
・
１
８
５
２
〜
１
８
５
４
）

公
的
年
金
な
ど

か
ら
の
特
別
徴
収

個
人
住
民
税
の

　
　
減
免
制
度

　個
人
住
民
税
の
課
税

（
非
課
税
・
無
収
入
）

　
　
　証
明
書
の
交
付

家
屋
調
査
を
実
施

ご
存
知
で
す
か
？

〜
固
定
資
産
税
・

　
都
市
計
画
税
〜

市
税
は
納
期
内
に

　
納
め
ま
し
ょ
う

　

本
市
で
の
、
臨
時
福
祉
給
付

金
（
簡
素
な
給
付
措
置
）
や
子

育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
の

決
定
事
項
を
お
知
ら
せ
し
ま

す
。

◆
申
請
書
配
布
に
つ
い
て

○
臨
時
福
祉
給
付
金

　

臨
時
福
祉
給
付
金
の
給
付
対

象
者
を
確
定
す
る
こ
と
が
困
難

な
た
め
、
平
成
26
年
１
月
１
日

時
点
で
守
口
市
に
住
民
登
録
が

あ
っ
た
全
世
帯
に
、
申
請
書
を

送
付
し
ま
す
。

　

申
請
書
の
送
付
は
、
６
月
下

旬
に
行
い
ま
す
。

○
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付

金
　

平
成
26
年
１
月
分
の
児
童
手

当
（
特
例
給
付
を
含
む
）
を
受

給
し
て
い
る
人
に
、
６
月
末
に

申
請
書
を
、
原
則
、
送
付
し
ま

す
。

　

な
お
、
公
務
員
の
人
は
、
勤

務
先
か
ら
「
申
請
書
」
な
ど
が

発
行
さ
れ
ま
す
。
平
成
26
年
１

月
１
日
時
点
で
住
民
登
録
の
あ

っ
た
市
町
村
で
申
請
し
て
下
さ

い
。

◆
申
請
期
間
に
つ
い
て

　

７
月
１
日
㈫
〜
９
月
30
日
㈫

【
予
定
】

◆
申
請
会
場
に
つ
い
て

　

テ
ル
プ
ラ
ザ
１
階
（
河
原
町

10-

15
）
京
阪
電
車
守
口
市
駅

東
口
前
（
ホ
テ
ル
ア
ゴ
ー
ラ

隣
）

◆
申
請
方
法
に
つ
い
て

　

郵
送
ま
た
は
申
請
会
場
に
て

申
請
書
類
を
提
出

◆
守
口
市
給
付
金
専
用
ダ
イ
ヤ

ル
に
つ
い
て

　

２
つ
の
給
付
金
の
専
用
ダ
イ

ヤ
ル
を
設
置
し
ま
し
た
。

☎
０
５
７
０
・
200
・
192

受
付
時
間　

平
日
午
前
９
時
〜

　
　
　
　
　

午
後
５
時
30
分

◆
制
度
概
要
の
問
合
先

　

制
度
の
概
要
に
つ
い
て
は
、

次
の
連
絡
先
に
問
合
せ
下
さ

い
。

厚
生
労
働
省
「
臨
時
福
祉
給
付

金
お
よ
び
子
育
て
世
帯
臨
時
特

例
給
付
金
」
ダ
イ
ヤ
ル

☎
０
５
７
０
・
037
・
192

受
付
時
間　

平
日
午
前
９
時
〜

　
　
　
　
　

午
後
６
時

◆
臨
時
福
祉
給
付
金
お
よ
び
子

育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
の

詐
欺
な
ど
に
ご
注
意
下
さ
い

○
市
や
厚
生
労
働
省
な
ど
が
Ａ

Ｔ
Ｍ
（
銀
行
・
コ
ン
ビ
ニ
な
ど

の
現
金
自
動
支
払
機
）
の
操
作

を
お
願
い
す
る
こ
と
は
、
絶
対

に
あ
り
ま
せ
ん
。

○
Ａ
Ｔ
Ｍ
を
自
分
で
操
作
し

て
、
他
人
か
ら
お
金
を
振
り
込

ん
で
も
ら
う
こ
と
は
絶
対
に
で

き
ま
せ
ん
。

○
市
や
厚
生
労
働
省
な
ど
が

「
臨
時
福
祉
給
付
金
」
や
「
子

育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
」

の
給
付
の
た
め
に
、
手
数
料
な

ど
の
振
り
込
み
を
求
め
る
こ
と

は
絶
対
に
あ
り
ま
せ
ん
。

◆
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
を
理
由

に
避
難
し
て
い
る
人
（
Ｄ
Ｖ
被

害
者
）
の
事
前
申
出
に
つ
い
て

　

臨
時
福
祉
給
付
金
は
、
平
成

26
年
１
月
１
日
時
点
で
住
民
登

録
が
行
わ
れ
て
い
る
市
町
村
か

ら
支
給
さ
れ
ま
す
が
、
給
付
金

対
象
者
の
う
ち
、
配
偶
者
か
ら

の
暴
力
を
理
由
に
避
難
し
て
い

る
人
で
、
事
情
に
よ
り
、
平
成

26
年
１
月
１
日
時
点
で
現
在
の

居
住
地
に
住
民
登
録
が
な
い
人

は
、
事
前
申
出
の
手
続
き
を
し

て
い
た
だ
く
こ
と
で
、
居
住
地

で
給
付
金
の
申
請
を
行
う
こ
と

が
で
き
ま
す
。

※

事
前
申
出
書
は
、
随
時
受
け

付
け
て
い
ま
す
。
詳
細
は
、
福

祉
・
子
育
て
給
付
金
担
当
ま
で

問
合
せ
下
さ
い
。

問
合
先　

健
康
福
祉
部
総
務
課

福
祉
・
子
育
て
給
付
金
担
当

（
☎
０
５
７
０
・
200
・
192
）

臨時福祉給付金申請書
６月下旬に送付

臨時福祉給付金申請書
６月下旬に送付

子育て世帯臨時特例給付金申請書
６月末に送付

子育て世帯臨時特例給付金申請書
６月末に送付

※来庁時は、夜間休日出入口（正面玄関側）を利
用して下さい。
※納付相談などに車で来庁した人を対象に、相談
時間帯のみ臨時駐車場を夜間休日出入口前（正
面玄関側）に設置していますが、駐車台数に限
りがありますので、ご協力をお願いします。

休　　日 ６月22日（日）
10:00～15:00

夜　　間 ６月26日（木）
19:30 まで

と こ ろ 納税課（市役所１号別館２階、
☎6992-1852～1854）

個
人
市
民
税・府
民
税
の

税
の
お
知
ら
せ

税
の
お
知
ら
せ

税
の
お
知
ら
せ

税
の
お
知
ら
せ

納
税
通
知
書
を
発
送
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